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            主     文 

       本件上告を棄却する。 

            理     由 

 １ 弁護人奥村徹の上告趣意のうち、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不

良行為等の防止に関する条例（令和７年大阪府条例第２号による改正前のもの。以

下「本条例」という。）１５条２項、１項１号、６条３項２号（以下「本件各規

定」という。）の憲法９４条違反をいう点について 

 ⑴ 所論は、軽犯罪法１条２３号にいう「ひそかにのぞき見た」には、撮影機能

を有する機器をひそかに設置して撮影する場合を含むと解すべきところ、本件各規

定は、同法１条２３号が処罰の対象とする行為の一部をより重く処罰する趣旨の規

定であるから、憲法９４条に違反するという。 

 ⑵ 軽犯罪法１条２３号は、「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便

所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」を、

拘留又は科料に処すると定めている。日常生活における身近な道徳律に違反する比

較的軽微な犯罪の処罰を定めるという同法の性格に加え、法定刑が拘留又は科料に

とどめられていること等に照らすと、同号は、所定の行為が私生活の秘密を侵害す

る抽象的危険性を有し、国民の性的風俗にも好ましくない影響を及ぼすおそれがあ

ることに着目して、これを処罰することとしたものと解される。 

 一方、本件各規定は、住居、浴場、便所、更衣室その他人が通常衣服の全部又は

一部を着けない状態でいるような場所における当該状態にある人の姿態を、みだり
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に撮影することを禁止し、これに違反した者を１年以下の懲役又は１００万円以下

の罰金に、常習としてこれに違反した者を２年以下の懲役又は１００万円以下の罰

金に処すると定めている。府民及び滞在者の平穏な生活を保持するという本条例の

目的（１条）、本件各規定に係る改正の経過等を踏まえると、本件各規定は、本条

例６条３項２号に掲げる行為が、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせる

ものであって、ひいては府民等の平穏な生活を害することに着目してこれを処罰す

ることとしたものと解される。 

 そうすると、本件各規定の処罰対象となる行為は、軽犯罪法１条２３号のそれと

重なり合う部分があるものの、本件各規定は、同法１条２３号とは別の目的に基づ

く規律を意図するものというべきである。そして、本件各規定は、もとより同法１

条２３号の罪の成立範囲を変更するものではなく、同号とは別の目的からより重い

罰則を定めているものであって、同号もこのような罰則を条例によって設けること

を禁じたものとは解されず、同号の目的及び効果を阻害するとはいえない。 

 ⑶ 以上によれば、軽犯罪法１条２３号と本件各規定との間に矛盾抵触はなく、

本件各規定は同法１条２３号に違反しないことが明らかというべきであるから、憲

法９４条違反をいう所論は前提を欠く。 

 ２ その余の上告趣意について 

 弁護人奥村徹のその余の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、事案を異にする

判例を引用するものであって本件に適切でないか、原判決は所論のような趣旨を判

示したものとはいえないから、前提を欠き、その余は、単なる法令違反、事実誤

認、量刑不当の主張であって、刑訴法４０５条の上告理由に当たらない。 

 ３ よって、刑訴法４１４条、３８６条１項３号により、裁判官全員一致の意見

で、主文のとおり決定する。なお、裁判官三浦守の補足意見がある。 

 裁判官三浦守の補足意見は、次のとおりである。 

 本件各規定が軽犯罪法１条２３号に違反しないと解すべき理由について補足的に

意見を述べる。 
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 軽犯罪法１条２３号に規定する場所を撮影する行為は、当該場所をのぞき見る行

為に当たると解されるから、同号と本件各規定がそれぞれ処罰の対象とする行為の

間には重なり合う部分がある。 

 しかし、それぞれの規律の目的についてみると、軽犯罪法１条２３号は、所定の

行為が私生活の秘密を侵害する抽象的危険性を有し、国民の性的風俗にも好ましく

ない影響を及ぼすおそれがあることに着目して、これを処罰することとしたものと

解される。 

 他方、本条例は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もって

府民等の平穏な生活を保持することを目的とし、本条例の各条項は、上記目的を実

現するための措置として定められたものということができる。また、本条例６条３

項２号は、令和３年大阪府条例第３７号により改正されたものであるところ、その

改正前の規定は、「何人も、みだりに、公衆浴場、公衆便所、公衆が利用すること

ができる更衣室その他公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所に

おける当該状態にある人の姿態を撮影してはならない。」というものであって、上

記目的の下に、公衆が利用する場所における上記姿態の撮影行為を禁止するものと

解される。そして、上記姿態を撮影する行為は、その影像記録の保持、移転及び拡

散の可能性が長期間に及ぶものであって、上記場所をのぞき見る行為よりも、一般

的に、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるものであり、ひいては府民

等の平穏な生活を害するおそれが強いと考えられることに鑑み、上記目的の下に、

禁止の対象を私的な場所における行為にも拡大する改正がされたものと解される。 

 そうすると、本件各規定は、軽犯罪法１条２３号とは別の目的に基づく規律を意

図するものと認められることなどから、本件各規定は、同法１条２３号に違反しな

いものと解される。 

(裁判長裁判官 三浦 守 裁判官 岡村和美 裁判官 尾島 明 裁判官   

高須順一) 


